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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　出入口扉に設置され、前記出入口扉を開放不可能な施錠状態、前記出入口扉を開放可能
な解錠状態、または前記解錠状態に移行可能な解錠可能状態にする錠前装置において、
　前記錠前装置に対向して出入口の壁面に設けられた第１孔部に挿脱可能であって、前記
第１孔部に挿入した状態で保持されることによって前記出入口扉を前記施錠状態にし、前
記出入口扉の前記第１孔部に対して移動可能な状態にされることによって前記出入口扉を
前記解錠可能状態にする第１施解錠部と、
　前記錠前装置に対向して出入口の壁面に設けられた第２孔部に挿脱可能であって、前記
第２孔部に挿入した状態で保持されることによって前記出入口扉を前記施錠状態にし、前
記出入口扉の前記第２孔部に対して移動可能な状態にされることによって前記出入口扉を
前記解錠可能状態にする第２施解錠部と、
　前記第１施解錠部と前記第２施解錠部とを連結する連結部材と、
　利用者から第１操作力を受付け、前記第１操作力を前記第１施解錠部に伝達することで
前記第１施解錠部を移動させる開閉操作部と、
　所定条件の場合、前記第１操作力を前記第１施解錠部に伝達することで、前記第１施解
錠部を前記第１孔部に移動させるとともに、前記第２施解錠部を第１施解錠部の移動に連
動して前記第２孔部に移動させ、前記出入口扉を前記解錠可能状態から前記解錠状態にす
る伝達部と、
　を備え、
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　前記伝達部は、
　前記開閉操作部に連結されており、前記第１施解錠部に係合することにより前記出入口
扉を前記施錠状態または前記解錠可能状態とし、前記第１施解錠部に係合し、かつ前記第
１操作力を前記第１施解錠部に伝達することで前記第１施解錠部を移動させ、前記第１施
解錠部との係合を解除して前記第１操作力の前記第１施解錠部への伝達を不能にすること
で前記第１施解錠部を移動不能にする係合部材を備えること、を特徴とする錠前装置。
【請求項２】
　前記第２施解錠部は、複数設けられ、
　前記連結部材は、前記第１施解錠部と複数の第２施解錠部とを連結し、
　前記伝達部は、所定条件の場合、前記第１操作力を前記第１施解錠部に伝達することで
、前記第１施解錠部を前記第１孔部に移動させるとともに、複数の第２施解錠部を第１施
解錠部の移動に連動して前記第２孔部に移動させ、前記出入口扉を前記解錠可能状態から
前記解錠状態にすることを特徴とする請求項１に記載の錠前装置。
【請求項３】
　前記錠前装置は、前記出入口扉が設置された監視領域における異常事態の発生の有無を
監視する警備装置と接続され、
　利用者から第２操作力を受付ける施解錠操作部と、
　前記出入口扉付近に設けられ、前記警備装置によって前記監視領域の異常が検知された
場合に異常検知情報を通報する警備状態、または前記警備装置によって前記監視領域の異
常が検知された場合に前記異常検知情報を通報しない警備解除状態の設定を受付ける操作
部と、をさらに備え、
　前記係合部材は、前記所定条件として、前記施解錠操作部により前記第２操作力を受付
け、かつ前記操作部により前記警備解除状態の設定を受付けた場合に、前記第１施解錠部
に係合することを特徴とする請求項１または２に記載の錠前装置。
【請求項４】
　稼働可能な鉄心を有するソレノイドをさらに備え、
　前記伝達部は、
　前記第１施解錠部の近傍である一方の端部に第１突起部が形成され、前記第２操作力に
よって押圧されることで第１方向へ移動し、前記第１突起部が前記第１施解錠部の内部方
向へ移動することで前記係合部材への押圧を解除し、第３操作力によって押圧されること
で第１方向と逆方向である第２方向へ移動し、前記第１突起部が前記第１施解錠部の外部
方向へ移動することで前記係合部材を押圧する可動部材と、
　前記ソレノイドに対する通電を制御し、前記操作部により前記警備状態から前記警備解
除状態の設定を受付けた場合、前記ソレノイドを非通電にし、前記操作部により前記警備
解除状態から前記警備状態の設定を受付けた場合、前記ソレノイドを通電する制御部と、
　一方の端部近傍で前記鉄心に連結され、他方の端部近傍に第２突起部が形成されており
、前記ソレノイドへの非通電に連動して前記第２突起部が前記第１施解錠部の内部方向へ
移動することで前記係合部材への押圧を解除し、前記ソレノイドへの通電に連動して前記
第２突起部が前記第１施解錠部の外部方向へ移動することで前記係合部材を押圧する押圧
部材と、をさらに備え、
　前記係合部材は、前記第１突起部が前記第２操作力により前記第１施解錠部の内部方向
へ移動し、かつ前記第２突起部が前記ソレノイドの非通電により第１施解錠部の内部方向
へ移動した場合に、前記第１施解錠部に係合することを特徴とする請求項３に記載の錠前
装置。
【請求項５】
　前記係合部材を、前記第１施解錠部側の方向に付勢する弾性部材をさらに備え、
　前記係合部材は、前記可動部材および前記押圧部材からの押圧が解除された場合、前記
弾性部材からの付勢力によって前記第１施解錠部に係合し、
　前記可動部材および前記押圧部材は、前記弾性部材からの付勢力に対抗して、前記係合
部材を押圧し、前記係合部材と前記第１施解錠部との係合を解除することを特徴とする請
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求項４に記載の錠前装置。
【請求項６】
　施解錠機能を有さず、前記錠前装置に前記第２施解錠部が設置されており、かつ前記第
２施解錠部を操作することを連想させる模造施解錠操作部をさらに備えることを特徴とす
る請求項１～５のいずれか一つに記載の錠前装置。
【請求項７】
　出入口扉に設置され、前記出入口扉を開放不可能な施錠状態、前記出入口扉を開放可能
な解錠状態、または前記解錠状態に移行可能な解錠可能状態にする錠前装置で実行される
施解錠方法において、
　前記錠前装置に対向して出入口の壁面に設けられた第１孔部に挿脱可能な第１施解錠部
により、前記第１孔部に挿入した状態で保持されることによって前記出入口扉を前記施錠
状態にし、前記出入口扉の前記第１孔部に対して移動可能な状態にされることによって前
記出入口扉を前記解錠可能状態にする第１施解錠工程と、
　前記錠前装置に対向して出入口の壁面に設けられた第２孔部に挿脱可能な第２施解錠部
により、前記第２孔部に挿入した状態で保持されることによって前記出入口扉を前記施錠
状態にし、前記出入口扉の前記第２孔部に対して移動可能な状態にされることによって前
記出入口扉を前記解錠可能状態にする第２施解錠工程と、
　開閉操作部により、利用者から第１操作力を受付け、前記第１操作力を前記第１施解錠
部に伝達することで前記第１施解錠部を移動させる開閉操作工程と、
　所定条件の場合、伝達部により前記第１操作力を前記第１施解錠部に伝達することで、
前記第１施解錠部を前記第１孔部に移動させるとともに、連結部材により前記第１施解錠
部と連結する前記第２施解錠部を第１施解錠部の移動に連動して前記第２孔部に移動させ
、前記出入口扉を前記解錠可能状態から前記解錠状態にする伝達工程と、
　を含み、
　前記伝達工程は、前記開閉操作部に連結された前記伝達部により、前記第１施解錠部に
係合することにより前記出入口扉を前記施錠状態または前記解錠可能状態とし、前記伝達
部に備えられた係合部材により、前記第１施解錠部に係合し、かつ前記第１操作力を前記
第１施解錠部に伝達することで前記第１施解錠部を移動させ、前記第１施解錠部との係合
を解除して前記第１操作力の前記第１施解錠部への伝達を不能にすることで前記第１施解
錠部を移動不能にすることを特徴とする施解錠方法。
【請求項８】
　出入口扉に設置され、前記出入口扉を開放不可能な施錠状態、前記出入口扉を開放可能
な解錠状態、または前記解錠状態に移行可能な解錠可能状態にする錠前装置において、
　前記錠前装置に対向して出入口の壁面に設けられた第１孔部に挿脱可能であって、前記
第１孔部に挿入した状態で保持されることによって前記出入口扉を前記施錠状態にし、前
記出入口扉の前記第１孔部に対して移動可能な状態にされることによって前記出入口扉を
前記解錠可能状態にする第１施解錠部と、
　前記錠前装置に対向して出入口の壁面に設けられた第２孔部に挿脱可能であって、前記
第２孔部に挿入した状態で保持されることによって前記出入口扉を前記施錠状態にし、前
記出入口扉の前記第２孔部に対して移動可能な状態にされることによって前記出入口扉を
前記解錠可能状態にする第２施解錠部と、
　前記第１施解錠部と前記第２施解錠部とを連結する連結部材と、
　利用者から第１操作力を受付け、前記第１操作力を前記第１施解錠部に伝達することで
前記第１施解錠部を移動させる開閉操作部と、
　所定条件の場合、前記第１操作力を前記第１施解錠部に伝達することで、前記第１施解
錠部を前記第１孔部に移動させるとともに、前記第２施解錠部を第１施解錠部の移動に連
動して前記第２孔部に移動させ、前記出入口扉を前記解錠可能状態から前記解錠状態にす
る伝達部と、
　を備え、
　前記第２施解錠部は、複数設けられ、



(4) JP 5111990 B2 2013.1.9

10

20

30

40

50

　前記連結部材は、前記第１施解錠部と複数の第２施解錠部とを連結し、
　前記伝達部は、所定条件の場合、前記第１操作力を前記第１施解錠部に伝達することで
、前記第１施解錠部を前記第１孔部に移動させるとともに、複数の第２施解錠部を第１施
解錠部の移動に連動して前記第２孔部に移動させ、前記出入口扉を前記解錠可能状態から
前記解錠状態にすることを特徴とする錠前装置。
【請求項９】
　出入口扉に設置され、前記出入口扉を開放不可能な施錠状態、前記出入口扉を開放可能
な解錠状態、または前記解錠状態に移行可能な解錠可能状態にする錠前装置で実行される
施解錠方法において、
　前記錠前装置に対向して出入口の壁面に設けられた第１孔部に挿脱可能な第１施解錠部
により、前記第１孔部に挿入した状態で保持されることによって前記出入口扉を前記施錠
状態にし、前記出入口扉の前記第１孔部に対して移動可能な状態にされることによって前
記出入口扉を前記解錠可能状態にする第１施解錠工程と、
　前記錠前装置に対向して出入口の壁面に設けられた第２孔部に挿脱可能な第２施解錠部
により、前記第２孔部に挿入した状態で保持されることによって前記出入口扉を前記施錠
状態にし、前記出入口扉の前記第２孔部に対して移動可能な状態にされることによって前
記出入口扉を前記解錠可能状態にする第２施解錠工程と、
　開閉操作部により、利用者から第１操作力を受付け、前記第１操作力を前記第１施解錠
部に伝達することで前記第１施解錠部を移動させる開閉操作工程と、
　所定条件の場合、伝達部により前記第１操作力を前記第１施解錠部に伝達することで、
前記第１施解錠部を前記第１孔部に移動させるとともに、連結部材により前記第１施解錠
部と連結する前記第２施解錠部を第１施解錠部の移動に連動して前記第２孔部に移動させ
、前記出入口扉を前記解錠可能状態から前記解錠状態にする伝達工程と、
　を含み、
　前記第２施解錠部は、複数設けられ、
　前記連結部材は、前記第１施解錠部と複数の第２施解錠部とを連結し、
　前記伝達工程は、所定条件の場合、前記伝達部により前記第１操作力を前記第１施解錠
部に伝達することで、前記第１施解錠部を前記第１孔部に移動させるとともに、前記連結
部材により前記第１施解錠部に連結する複数の第２施解錠部を第１施解錠部の移動に連動
して前記第２孔部に移動させ、前記出入口扉を前記解錠可能状態から前記解錠状態にする
ことを特徴とする施解錠方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、出入口扉を施解錠する錠前装置および施解錠方法に関するものであり、特に
、二つの施解錠部を備えた錠前装置および施解錠方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、不正な侵入を防止する目的で、一つの出入口扉に主錠と補助錠の二つの施解錠部
を備えた錠前装置を設置する所謂ワンドアツーロックを実施して、防犯性の向上を図る試
みがなされている。すなわち、ワンドアツーロックを実施することで期待できる効果とし
ては、主錠と補助錠とを設置することにより、各種非破壊不正解錠手段（ピッキング、サ
ムターン回し等）における作業の手間・所要時間を２倍程度にすること、出入口扉や錠前
装置の破壊を伴う不正開放手段（こじ開け、錠破り等）を物理的に困難にすること、及び
、補助錠を設置することにより、不正解錠が困難であることに加えて、居住者の防犯意識
が高いことを不正侵入者に感じさせて犯意を失わせるとともに、犯行に至らなくさせるこ
とが挙げられる。
【０００３】
　従って、従来から、一つの出入口扉に主錠と補助錠の二つの施解錠部を備えた錠前装置
が一般的に利用されている。例えば、室外側から施錠するときは一方のシリンダ錠を施錠
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すれば他のシリンダ錠も自動的に施錠できるが、解錠するときには夫々別個に解錠するよ
うにした施錠装置が開示されている（例えば、特許文献１参照）。また、二つの電気錠の
うち一方の電気錠を施錠した場合には、これと連動して他方の電気錠が施錠されるが、一
方の電気錠を解錠した場合には、他方の電気錠はこの操作と連動せず施錠状態を維持する
電気錠装置が開示されている（例えば、特許文献２参照）。
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－３１５０４７号公報
【特許文献２】特開２００２－１８０７１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来技術のように、出入口扉に二つの施解錠部を備えた錠前装置を設置
した場合、不正侵入者による錠前装置の解錠が困難となるが、正規の利用者が入退館する
際にも、二つの施解錠部それぞれに対する施解錠操作が必要となる。また、上記特許文献
１および特許文献２の技術では、出入口扉の施錠を行う場合は一回の施錠操作で二つの施
解錠部を施錠することが可能となるが、出入口扉の解錠を行う際には、二つの施解錠部を
備えた錠前装置を解錠するための二回の解錠操作が必要になる。このため、出入口扉に単
独の施解錠部を備えた錠前装置を設置している場合と比較すると解錠操作が二段階となる
ため、正規の利用者による操作が煩雑となり利便性が低下するという問題があった。
【０００６】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、第１施解錠部と第２施解錠部とを連結
することで、正規の利用者には一回の施解錠操作で出入口扉の施解錠を可能にして煩雑な
施解錠操作を強要せず利便性を向上させるとともに、不正侵入者には解錠操作を困難にし
、かつ出入口扉の不正開放に対する物理的耐性を高めることで防犯性を向上できる錠前装
置および施解錠方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、請求項１にかかる発明は、出入口扉に
設置され、前記出入口扉を開放不可能な施錠状態、前記出入口扉を開放可能な解錠状態、
または前記解錠状態に移行可能な解錠可能状態にする錠前装置において、前記錠前装置に
対向して出入口の壁面に設けられた第１孔部に挿脱可能であって、前記第１孔部に挿入し
た状態で保持されることによって前記出入口扉を前記施錠状態にし、前記出入口扉の前記
第１孔部に対して移動可能な状態にされることによって前記出入口扉を前記解錠可能状態
にする第１施解錠部と、前記錠前装置に対向して出入口の壁面に設けられた第２孔部に挿
脱可能であって、前記第２孔部に挿入した状態で保持されることによって前記出入口扉を
前記施錠状態にし、前記出入口扉の前記第２孔部に対して移動可能な状態にされることに
よって前記出入口扉を前記解錠可能状態にする第２施解錠部と、前記第１施解錠部と前記
第２施解錠部とを連結する連結部材と、利用者から第１操作力を受付け、前記第１操作力
を前記第１施解錠部に伝達することで前記第１施解錠部を移動させる開閉操作部と、所定
条件の場合、前記第１操作力を前記第１施解錠部に伝達することで、前記第１施解錠部を
前記第１孔部に移動させるとともに、前記第２施解錠部を第１施解錠部の移動に連動して
前記第２孔部に移動させ、前記出入口扉を前記解錠可能状態から前記解錠状態にする伝達
部と、を備え、前記伝達部は、前記開閉操作部に連結されており、前記第１施解錠部に係
合することにより前記出入口扉を前記施錠状態または前記解錠可能状態とし、前記第１施
解錠部に係合し、かつ前記第１操作力を前記第１施解錠部に伝達することで前記第１施解
錠部を移動させ、前記第１施解錠部との係合を解除して前記第１操作力の前記第１施解錠
部への伝達を不能にすることで前記第１施解錠部を移動不能にする係合部材を備えること
、を特徴とする。
【０００８】
　また、請求項２にかかる発明は、請求項１に記載の錠前装置において、前記第２施解錠
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部は、複数設けられ、前記連結部材は、前記第１施解錠部と複数の第２施解錠部とを連結
し、前記伝達部は、所定条件の場合、前記第１操作力を前記第１施解錠部に伝達すること
で、前記第１施解錠部を前記第１孔部に移動させるとともに、複数の第２施解錠部を第１
施解錠部の移動に連動して前記第２孔部に移動させ、前記出入口扉を前記解錠可能状態か
ら前記解錠状態にすることを特徴とする。
【００１０】
　また、請求項３にかかる発明は、請求項１または２に記載の錠前装置において、前記錠
前装置は、前記出入口扉が設置された監視領域における異常事態の発生の有無を監視する
警備装置と接続され、利用者から第２操作力を受付ける施解錠操作部と、前記出入口扉付
近に設けられ、前記警備装置によって前記監視領域の異常が検知された場合に異常検知情
報を通報する警備状態、または前記警備装置によって前記監視領域の異常が検知された場
合に前記異常検知情報を通報しない警備解除状態の設定を受付ける操作部と、をさらに備
え、前記係合部材は、前記所定条件として、前記施解錠操作部により前記第２操作力を受
付け、かつ前記操作部により前記警備解除状態の設定を受付けた場合に、前記第１施解錠
部に係合することを特徴とする。
【００１１】
　また、請求項４にかかる発明は、請求項３に記載の錠前装置において、稼働可能な鉄心
を有するソレノイドをさらに備え、前記伝達部は、前記第１施解錠部の近傍である一方の
端部に第１突起部が形成され、前記第２操作力によって押圧されることで第１方向へ移動
し、前記第１突起部が前記第１施解錠部の内部方向へ移動することで前記係合部材への押
圧を解除し、第３操作力によって押圧されることで第１方向と逆方向である第２方向へ移
動し、前記第１突起部が前記第１施解錠部の外部方向へ移動することで前記係合部材を押
圧する可動部材と、前記ソレノイドに対する通電を制御し、前記操作部により前記警備状
態から前記警備解除状態の設定を受付けた場合、前記ソレノイドを非通電にし、前記操作
部により前記警備解除状態から前記警備状態の設定を受付けた場合、前記ソレノイドを通
電する制御部と、一方の端部近傍で前記鉄心に連結され、他方の端部近傍に第２突起部が
形成されており、前記ソレノイドへの非通電に連動して前記第２突起部が前記第１施解錠
部の内部方向へ移動することで前記係合部材への押圧を解除し、前記ソレノイドへの通電
に連動して前記第２突起部が前記第１施解錠部の外部方向へ移動することで前記係合部材
を押圧する押圧部材と、をさらに備え、前記係合部材は、前記第１突起部が前記第２操作
力により前記第１施解錠部の内部方向へ移動し、かつ前記第２突起部が前記ソレノイドの
非通電により第１施解錠部の内部方向へ移動した場合に、前記第１施解錠部に係合するこ
とを特徴とする。
【００１２】
　また、請求項５にかかる発明は、請求項４に記載の錠前装置において、前記係合部材を
、前記第１施解錠部側の方向に付勢する弾性部材をさらに備え、前記係合部材は、前記可
動部材および前記押圧部材からの押圧が解除された場合、前記弾性部材からの付勢力によ
って前記第１施解錠部に係合し、前記可動部材および前記押圧部材は、前記弾性部材から
の付勢力に対抗して、前記係合部材を押圧し、前記係合部材と前記第１施解錠部との係合
を解除することを特徴とする。
【００１３】
　また、請求項６にかかる発明は、請求項１～５のいずれか一つに記載の錠前装置におい
て、施解錠機能を有さず、前記錠前装置に前記第２施解錠部が設置されており、かつ前記
第２施解錠部を操作することを連想させる模造施解錠操作部をさらに備えることを特徴と
する。
【００１４】
　また、請求項７にかかる発明は、出入口扉に設置され、前記出入口扉を開放不可能な施
錠状態、前記出入口扉を開放可能な解錠状態、または前記解錠状態に移行可能な解錠可能
状態にする錠前装置で実行される施解錠方法において、前記錠前装置に対向して出入口の
壁面に設けられた第１孔部に挿脱可能な第１施解錠部により、前記第１孔部に挿入した状
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態で保持されることによって前記出入口扉を前記施錠状態にし、前記出入口扉の前記第１
孔部に対して移動可能な状態にされることによって前記出入口扉を前記解錠可能状態にす
る第１施解錠工程と、前記錠前装置に対向して出入口の壁面に設けられた第２孔部に挿脱
可能な第２施解錠部により、前記第２孔部に挿入した状態で保持されることによって前記
出入口扉を前記施錠状態にし、前記出入口扉の前記第２孔部に対して移動可能な状態にさ
れることによって前記出入口扉を前記解錠可能状態にする第２施解錠工程と、開閉操作部
により、利用者から第１操作力を受付け、前記第１操作力を前記第１施解錠部に伝達する
ことで前記第１施解錠部を移動させる開閉操作工程と、所定条件の場合、伝達部により前
記第１操作力を前記第１施解錠部に伝達することで、前記第１施解錠部を前記第１孔部に
移動させるとともに、連結部材により前記第１施解錠部と連結する前記第２施解錠部を第
１施解錠部の移動に連動して前記第２孔部に移動させ、前記出入口扉を前記解錠可能状態
から前記解錠状態にする伝達工程と、を含み、前記伝達工程は、前記開閉操作部に連結さ
れた前記伝達部により、前記第１施解錠部に係合することにより前記出入口扉を前記施錠
状態または前記解錠可能状態とし、前記伝達部に備えられた係合部材により、前記第１施
解錠部に係合し、かつ前記第１操作力を前記第１施解錠部に伝達することで前記第１施解
錠部を移動させ、前記第１施解錠部との係合を解除して前記第１操作力の前記第１施解錠
部への伝達を不能にすることで前記第１施解錠部を移動不能にすることを特徴とする。
　また、請求項８にかかる発明は、出入口扉に設置され、前記出入口扉を開放不可能な施
錠状態、前記出入口扉を開放可能な解錠状態、または前記解錠状態に移行可能な解錠可能
状態にする錠前装置において、前記錠前装置に対向して出入口の壁面に設けられた第１孔
部に挿脱可能であって、前記第１孔部に挿入した状態で保持されることによって前記出入
口扉を前記施錠状態にし、前記出入口扉の前記第１孔部に対して移動可能な状態にされる
ことによって前記出入口扉を前記解錠可能状態にする第１施解錠部と、前記錠前装置に対
向して出入口の壁面に設けられた第２孔部に挿脱可能であって、前記第２孔部に挿入した
状態で保持されることによって前記出入口扉を前記施錠状態にし、前記出入口扉の前記第
２孔部に対して移動可能な状態にされることによって前記出入口扉を前記解錠可能状態に
する第２施解錠部と、前記第１施解錠部と前記第２施解錠部とを連結する連結部材と、利
用者から第１操作力を受付け、前記第１操作力を前記第１施解錠部に伝達することで前記
第１施解錠部を移動させる開閉操作部と、所定条件の場合、前記第１操作力を前記第１施
解錠部に伝達することで、前記第１施解錠部を前記第１孔部に移動させるとともに、前記
第２施解錠部を第１施解錠部の移動に連動して前記第２孔部に移動させ、前記出入口扉を
前記解錠可能状態から前記解錠状態にする伝達部と、を備え、前記第２施解錠部は、複数
設けられ、前記連結部材は、前記第１施解錠部と複数の第２施解錠部とを連結し、前記伝
達部は、所定条件の場合、前記第１操作力を前記第１施解錠部に伝達することで、前記第
１施解錠部を前記第１孔部に移動させるとともに、複数の第２施解錠部を第１施解錠部の
移動に連動して前記第２孔部に移動させ、前記出入口扉を前記解錠可能状態から前記解錠
状態にすることを特徴とする。
　また、請求項９にかかる発明は、出入口扉に設置され、前記出入口扉を開放不可能な施
錠状態、前記出入口扉を開放可能な解錠状態、または前記解錠状態に移行可能な解錠可能
状態にする錠前装置で実行される施解錠方法において、前記錠前装置に対向して出入口の
壁面に設けられた第１孔部に挿脱可能な第１施解錠部により、前記第１孔部に挿入した状
態で保持されることによって前記出入口扉を前記施錠状態にし、前記出入口扉の前記第１
孔部に対して移動可能な状態にされることによって前記出入口扉を前記解錠可能状態にす
る第１施解錠工程と、前記錠前装置に対向して出入口の壁面に設けられた第２孔部に挿脱
可能な第２施解錠部により、前記第２孔部に挿入した状態で保持されることによって前記
出入口扉を前記施錠状態にし、前記出入口扉の前記第２孔部に対して移動可能な状態にさ
れることによって前記出入口扉を前記解錠可能状態にする第２施解錠工程と、開閉操作部
により、利用者から第１操作力を受付け、前記第１操作力を前記第１施解錠部に伝達する
ことで前記第１施解錠部を移動させる開閉操作工程と、所定条件の場合、伝達部により前
記第１操作力を前記第１施解錠部に伝達することで、前記第１施解錠部を前記第１孔部に
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移動させるとともに、連結部材により前記第１施解錠部と連結する前記第２施解錠部を第
１施解錠部の移動に連動して前記第２孔部に移動させ、前記出入口扉を前記解錠可能状態
から前記解錠状態にする伝達工程と、を含み、前記第２施解錠部は、複数設けられ、前記
連結部材は、前記第１施解錠部と複数の第２施解錠部とを連結し、前記伝達工程は、所定
条件の場合、前記伝達部により前記第１操作力を前記第１施解錠部に伝達することで、前
記第１施解錠部を前記第１孔部に移動させるとともに、前記連結部材により前記第１施解
錠部に連結する複数の第２施解錠部を第１施解錠部の移動に連動して前記第２孔部に移動
させ、前記出入口扉を前記解錠可能状態から前記解錠状態にすることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、第１施解錠部と第２施解錠部とを連結することで、正規の利用者には
一回の施解錠操作で出入口扉の施解錠を可能にして煩雑な施解錠操作を強要せず利便性を
向上させるとともに、不正侵入者には解錠操作を困難にし、かつ出入口扉の不正開放に対
する物理的耐性を高めることで防犯性を向上できるという効果を奏する。
【００１６】
　また、本発明によれば、第１施解錠部は、警備装置における警備状態または警備解除状
態の設定と、施解錠操作部からの操作とに基づいて、施錠状態または解錠可能状態にする
ため、警備サービスを提供する警備会社等が第２施解錠部を解錠するための鍵を受領する
ことが不要となり、鍵の管理負担や警備サービスの運用負担を低減することができるとい
う効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下に添付図面を参照して、この発明にかかる錠前装置および施解錠方法の最良な実施
の形態を詳細に説明する。以下の実施の形態においては、鍵を所持していない非関係者の
入館（入室）を制限する目的で使用される主錠であるデッドロッキングラッチボルト１０
（詳細は後述）と、不正解錠・開放を困難にして不正侵入者の不正入館を抑止・防止する
目的で使用される補助錠であるデッドロッキングラッチボルト１１０（詳細は後述）とを
備えた錠前装置に本発明を適用した例である。すなわち、錠前装置を出入口扉に設置し、
デッドロッキングラッチボルト１０に本発明の第１施解錠部を、デッドロッキングラッチ
ボルト１１０に本発明の第２施解錠部を適用したものである。但し、これに限定されるも
のではなく、複数の施解錠部を備えた錠前装置であれば、複数の施解錠部のうち第１の施
解錠部をデッドロッキングラッチボルト１０、第２の施解錠部をデッドロッキングラッチ
ボルト１１０として本発明を適用することができる。
【００１８】
（実施の形態１）
　本実施の形態にかかる錠前装置は、補助錠（デッドロッキングラッチボルト１１０）が
主錠（デッドロッキングラッチボルト１０）に連結しており、主錠の施解錠に連動して補
助錠の施解錠が行われる。このため、本実施の形態にかかる錠前装置は、正規の利用者の
入退館において別個に補助錠の施解錠操作が不要であって、不正侵入者により主錠に対し
て不正行為が行われた場合や正規の利用者が警備の解除を失念した場合には、主錠および
補助錠ともに施錠状態を維持して不正侵入者による侵入を防止したり、正規の利用者に警
備の解除を促すものである。
【００１９】
　まず、主錠と補助錠の役割の違いについて説明する。上述したように、主錠は鍵を所持
していない非関係者の入館（入室）を制限する目的で使用される。すなわち、主錠は、出
入口扉を施錠しておくことで、善良な第三者に対して関係者以外は入室禁止である旨を伝
えることができればよい。それに対して、補助錠は不正解錠・開放を困難にすることで、
不正侵入者の不正入館を抑止・防止する目的で使用されることが本質的な機能である。
【００２０】
　つまり、補助錠を設置する目的は以下の効果を期待したものである。第１に、主錠と併
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せることで、各種非破壊不正解錠手段（ピッキング、サムターン回し等）における作業の
手間・所要時間を２倍程度にする。第２に、出入口扉や錠前装置の破壊を伴う不正開放手
段（こじ開け、錠破り等）を物理的に困難にする。第３に、補助錠の設置により、不正解
錠が困難であることに加えて、居住者の防犯意識が高いことを不正侵入者に感じさせて犯
意を失わせるとともに犯行に至らなくするよう促す。すなわち、鍵を持っていない者を入
館出来なくするだけであれば、主錠のみで充分であるが、不正解錠・開放を防止・抑制す
るためには、補助錠を設置することが有効である。
【００２１】
　本実施の形態では、正規の利用者が入館する際には主錠に連動して解錠状態となり、不
正解錠が試みられた場合や警備の解除を失念した場合には、主錠に連動して施錠状態を維
持にする補助錠を備えた錠前装置について説明する。
【００２２】
　図１～４は、実施の形態１にかかる錠前装置を設置した出入口扉の全体を示す図である
。図１～４では、出入口扉４を部屋の外部から見た正面図である。出入口扉４には、上側
にデッドロッキングラッチボルト１１０（補助錠）が配置され、下側にはデッドロッキン
グラッチボルト１０（主錠）が配置された錠前装置１００が設置されている。この出入口
扉４の外部側には、デッドロッキングラッチボルト１０を移動させて解錠するために、利
用者が鍵を挿入して回動操作するシリンダ３０ａと、利用者が回動操作することで利用者
からの操作力を受付けるレバーハンドル７０ａが設けられている。
【００２３】
　図１～４に示す出入口扉４が設置されている領域は、警備装置（後述）により監視（警
備）されており、警備装置には、当該領域（監視領域）における警備の可否等を定めた警
備モードが設定されている。
【００２４】
　ここで、警備モードとは、監視領域において異常検知した際の通報先への通報の可否、
または監視領域に対する報知の可否などを定めたモードであり、異常を検知したときの警
備装置の動作を決定するモードである。警備モードは、通報の可否および通報先、監視領
域への報知の有無などによって複数のモードが存在し、代表的な警備モードとしては、警
備状態、警備解除状態がある。
【００２５】
　警備状態とは、主に利用者（住人）が外出中、警備を必要とする場合に設定する警備モ
ードであり、センサによって異常を検知したときに発せられる検知信号を警備装置が受信
した場合に、監視センタに異常を知らせる警報（異常検知情報）を通報する状態である。
なお、警備装置の設置されている監視領域において異常を検知したことを報知する場合も
ある。これは、侵入者を威嚇する目的や誤報である場合に警報解除操作を促す目的で報知
するものである。
【００２６】
　警備解除状態とは、主に利用者が在宅中、警備を必要としない場合に設定する警備モー
ドであり、センサによって異常を検知したときに発せられる検知信号を警備装置が受信し
た場合でも、監視センタへの警報（異常検知情報）の通報を行わず、監視領域における異
常があるとは判断しない状態である。これは、センサにより異常を検知（人の存在の検知
、扉の開閉の検知）されても、在宅中の利用者を検知したものと判断するためである。
【００２７】
　また、図１～４に示す出入口扉４は、警備モードの設定と、利用者によるシリンダ３０
ａや内部側に設けられたサムターン（不図示）の回動操作とに基づいて、本締まり施錠状
態から空締まり施錠状態にしたり、空締まり施錠状態から本締まり施錠状態にするもので
ある。
【００２８】
　ここで、本締まり施錠状態（施錠状態）とは、出入口扉４に設けられたレバーハンドル
７０ａを回動操作しても出入口扉４を開放不可能な状態をいう。また、空締まり施錠状態
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（解錠可能状態）とは、出入口扉４に設けられたレバーハンドル７０ａを回動操作すると
、デッドロッキングラッチボルト１０およびデッドロッキングラッチボルト１１０が出入
口扉４の内部へ移動可能な状態をいう。なお、解錠状態とは、空締まり施錠状態において
、出入口扉４に設けられたレバーハンドル７０ａを回動操作した場合であって、デッドロ
ッキングラッチボルト１０およびデッドロッキングラッチボルト１１０が出入口扉４の内
部に挿入され、出入口扉４を押圧するだけで開放可能な状態をいう。各状態の詳細な構造
については後述する。
【００２９】
　図１は、警備モードが警備解除状態に設定され、かつシリンダ３０ａから回動操作が行
われた場合であり、空締まり施錠状態となっている。この状態で、レバーハンドル７０ａ
を回動操作すると、デッドロッキングラッチボルト１０が解錠状態になるとともに、デッ
ドロッキングラッチボルト１０に連結しているデッドロッキングラッチボルト１１０も同
様に解錠状態になり、図２に示すように、出入口扉４が開放可能な状態となる。
【００３０】
　また、警備モードが警備状態に設定されたままで警備解除状態に設定されず、かつシリ
ンダ３０ａから回動操作が行われた場合は、本締まり施錠状態となる。この状態で、レバ
ーハンドル７０ａを回動操作しても、デッドロッキングラッチボルト１０およびデッドロ
ッキングラッチボルト１１０は出入口扉４の内部に挿入されることはなく、図３に示すよ
うに、出入口扉４は開放不可能な状態となる。
【００３１】
　また、警備モードが警備解除状態に設定され、かつシリンダ３０ａから回動操作が行わ
れなかった場合は、本締まり施錠状態となる。この状態で、レバーハンドル７０ａを回動
操作しても、上記と同様、デッドロッキングラッチボルト１０およびデッドロッキングラ
ッチボルト１１０は出入口扉４の内部に挿入されることはなく、図４に示すように、出入
口扉４は開放不可能な状態となる。
【００３２】
　つまり、警備解除状態への設定とシリンダ３０ａからの回動操作とが両方行われた場合
にレバーハンドル７０ａを回動操作することで、主錠のデッドロッキングラッチボルト１
０と補助錠のデッドロッキングラッチボルト１１０を出入口扉４の内部に収納して、解錠
状態にすることができる。
【００３３】
　従って、警備解除状態に設定されないで、不正侵入者によって錠前装置に対する不正解
錠などの不正行為がなされた場合には、デッドロッキングラッチボルト１０とデッドロッ
キングラッチボルト１１０により出入口扉４が施錠状態となり、不正解錠を困難にして防
犯性を向上することができる。また、警備解除状態の設定を失念してレバーハンドル７０
ａの回動操作を行った正規の利用者に対して、その旨を気付かせて警備解除状態に設定す
ることを促すことができる。
【００３４】
　更に、レバーハンドル７０ａを回動操作することによって、連結した二つのデッドロッ
キングラッチボルト１０およびデッドロッキングラッチボルト１１０における解錠状態と
空締まり施錠状態との移行動作を行うことができるため、従来の主錠と補助錠とを備えた
錠前装置と比較すると、正規の利用者は二回の施解錠操作を行わずに、一回の施解錠操作
で出入口扉４の開放を可能にして煩雑な施解錠操作を強要せず利便性を向上させることが
できる。
【００３５】
　図５は、実施の形態１にかかる錠前装置の構成を示す説明図である。図５に示すように
、本実施の形態にかかる錠前装置１００は、出入口扉に設置されたフロント１および錠前
機構２とから主に構成されており、錠前機構２における上側に補助錠であるデッドロッキ
ングラッチボルト１１０（第２施解錠部）が、下側に主錠であるデッドロッキングラッチ
ボルト１０（第１施解錠部）が配置されている。
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【００３６】
　錠前機構２には、制御部５１０と、外部給電部５２０と、操作部５０１とが接続されて
おり、操作部５０１は、監視領域に設けられている警備装置５００に接続されている。な
お、フロント１と錠前機構２の詳細は後述する。
【００３７】
　警備装置５００は、出入口扉が設置されている監視領域を監視（警備）するものであり
、監視領域において異常が発生した場合は、通報先である監視センタへ異常を検知した旨
の異常検知情報の通報をするものである。そして、監視センタは、監視領域の警備装置か
ら異常検知情報の通報を受信すると、待機中の警備員に対して異常が検知された監視領域
へ向かう旨の指示を出すとともに、必要に応じて警察や消防など関係機関への通報を行う
ことになる。なお、本実施の形態では、錠前装置１００は警備装置５００と有線で接続さ
れているが、無線通信により接続された構成としてもよい。
【００３８】
　操作部５０１は、出入口扉付近の監視領域外に設置され、警備装置５００の警備モード
である警備状態または警備解除状態などの設定を受付けるものであり、例えばテンキーや
、接触式または非接触式のカードリーダ、タッチパネル、指紋や虹彩や静脈等の生体情報
読取装置等、各種警備モードの設定を受付けられるものであればよい。
【００３９】
　制御部５１０は、ソレノイド９０（後述）に対する通電を制御するものである。すなわ
ち、制御部５１０は、操作部５０１により警備装置５００の警備モードを警備状態にする
設定を受付けた場合に、ソレノイド９０を通電し、警備モードを警備解除状態にする設定
を受付けた場合に、ソレノイド９０を非通電にする。また、制御部５１０は、通常時は、
監視領域等に供給される電力等を操作部５０１やソレノイド９０等に供給するが、例えば
、停電時等により電力が供給できない場合には、外部給電部５２０によって供給された電
力を操作部５０１に供給し、警備状態に設定した場合、外部給電部５２０によって供給さ
れた電力をソレノイド９０に供給して通電する。
【００４０】
　なお、上記では、操作部５０１から警備モードの設定を受付け、制御部５１０により受
け付けた警備モードによりソレノイド９０を通電または非通電にしているが、最初に利用
者ＩＤの入力を受付けてもよい。すなわち、例えば、操作部５０１が、利用者に固有の利
用者ＩＤの入力を受付けると、制御部５１０が受付けた利用者ＩＤが記憶部（不図示）等
に予め定められた利用者ＩＤか否かを照合することによって利用者認証を行う。そして、
その利用者認証に成功した場合に、警備状態または警備解除状態の設定を受付け、ソレノ
イド９０を通電または非通電するように構成する。
【００４１】
　外部給電部５２０は、制御部５１０に対して独立して電力を供給するものであり、例え
ば、電池等が該当する。停電時等により制御部５１０に汎用の電源からの電力供給をうけ
られない場合には、制御部５１０には外部給電部５２０からの電力が供給され、これによ
り停電時にもソレノイド９０に対する通電および非通電の制御が可能となる。
【００４２】
　次に、フロント１と錠前機構２の詳細について説明する。図６は、実施の形態１にかか
る錠前装置の詳細を示す説明図である。図６に示すように、本実施の形態にかかる錠前装
置１００は、フロント１と錠前機構２とにより構成されている。
【００４３】
　フロント１は、デッドロッキングラッチボルト１０およびデッドロッキングラッチボル
ト１１０と、トリガーヘッド８５およびトリガーヘッド１８５とが出入する開口部（不図
示）を有し、錠前機構２の側面を覆う板状の金属板である。また、フロント１の上部と下
部には、錠前機構２を出入口扉に固定するためのねじ穴（不図示）が設けられている。錠
前装置１００を出入口扉に設置した場合は、錠前機構２が出入口扉に埋め込まれ、フロン
ト１が出入口扉の側面に見える状態となる。
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【００４４】
　錠前機構２は、デッドロッキングラッチボルト１０と、デッドロッキングラッチボルト
１１０と、連結部材２０と、手動操作部３０と、スライダー４０と、ロッキングレバー５
０と、コネクティングレバー６０と、ハンドル部７０と、ラッチホールド８０と、ラッチ
ホールド１８０と、トリガーヘッド８５と、トリガーヘッド１８５と、ソレノイド９０と
を主に備えている。
【００４５】
　デッドロッキングラッチボルト１０は、先端部１２と、軸部１１と、ストッパー１３と
によって主に構成されており、錠前装置１００に対向して出入口の壁面に設けられた不図
示の孔部（第１孔部）に挿脱可能となっている。また、デッドロッキングラッチボルト１
０は、出入口扉を本締まり施錠状態にするデッドボルトの機能と、出入口扉を空締まり施
錠状態にするラッチボルトの機能を兼ねており、上記両施錠状態、および出入口扉を解錠
状態にすることが可能なボルトである。
【００４６】
　ここで、本締まり施錠状態（施錠状態）とは、出入口扉に設けられたレバーハンドル７
０ａ（図１参照）を回動操作しても出入口扉を開放不可能な状態である。すなわち、フロ
ント１の開口部を通過したデッドロッキングラッチボルト１０の先端が、錠前装置１００
に対向して出入口の壁面に設けられた孔部（不図示）に挿入され、かつデッドロッキング
ラッチボルト１０が孔部に保持され移動不能となった状態である。なお、図６のデッドロ
ッキングラッチボルト１０は、本締まり施錠状態となっている。
【００４７】
　また、空締まり施錠状態（解錠可能状態）とは、出入口扉が風圧等で開放できないよう
に仮締まりを行うことであり、出入口扉に設けられたレバーハンドル７０ａを回動操作す
ると、デッドロッキングラッチボルト１０が移動可能な状態である。すなわち、デッドロ
ッキングラッチボルト１０の先端が、錠前装置１００に対向して出入口の壁面に設けられ
た孔部（不図示）から、フロント１を通過して抜き出し可能な状態であって、出入口扉に
設けられたレバーハンドル７０ａを回動操作すると、ハンドル部７０（後述）を介して受
けた利用者からの操作力（第１操作力）によって、デッドロッキングラッチボルト１０が
出入口の壁面の孔部からフロント１を通過してから抜き出され、出入口扉を開放できる状
態である。
【００４８】
　また、解錠状態とは、出入口扉に設けられたレバーハンドル７０ａを回動操作した場合
であって、出入口扉を押圧するだけで開放可能な状態である。すなわち、レバーハンドル
７０ａにより受付けた操作力をデッドロッキングラッチボルト１０に伝達することで、デ
ッドロッキングラッチボルト１０を先端まで出入口扉の内部に移動させ、出入口扉を押圧
するだけで開放できる状態である。
【００４９】
　デッドロッキングラッチボルト１０の軸部１１は、内部が空洞となっており、上部と下
部とが開放された金属性材料で形成されている。また、軸部１１の一方の端面には、先端
部１２が接続されており、この先端部１２は、施錠が行われるとフロント１の開口部（不
図示）を通過して出入口の壁面の孔部に挿入される部分で、先端が略三角柱形状の金属性
材料で形成されている。また、軸部１１の他方の端面には、円柱形状の鉄心１４が軸部１
１に対して移動可能に接続されている。鉄心１４は、軸部１１と接続されている端面と反
対側の端面が錠前機構２の枠部に固定されており、デッドロッキングラッチボルト１０が
Ｂ方向に移動した場合、軸部１１の内部に挿入されるものである。また、鉄心１４の周囲
にはバネ１５が設けられており、デッドロッキングラッチボルト１０は、バネ１５により
通常Ｂ方向と逆方向に付勢されている。
【００５０】
　また、軸部１１と先端部１２との間にあるストッパー１３は、バネ１５により付勢され
てＢ方向と逆方向に移動するデッドロッキングラッチボルト１０を、ラッチホールド８０
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の係止部８３（後述）に当接することでデッドロッキングラッチボルト１０を係止してそ
の移動を止めるものである。これは、出入口扉が開放された状態から閉鎖される場合にお
いて、デッドロッキングラッチボルト１０が出入口の壁面に当接することによる押圧力に
よってデッドロッキングラッチボルト１０が錠前機構２の内部に挿入されるようにするた
め、先端部１２の先端の略三角柱形状の部分のみフロント１から突出させた状態にするも
のである。
【００５１】
　デッドロッキングラッチボルト１１０は、先端部１１２と、軸部１１１と、ストッパー
１１３とによって主に構成されており、錠前装置１００に対向して出入口の壁面に設けら
れた不図示の孔部（第２孔部）に挿脱可能となっている。また、デッドロッキングラッチ
ボルト１１０は、デッドロッキングラッチボルト１０と同様に、出入口扉を本締まり施錠
状態にするデッドボルトの機能と、出入口扉を空締まり施錠状態にするラッチボルトの機
能を兼ねており、上記両施錠状態、および出入口扉を解錠状態にすることが可能なボルト
である。
【００５２】
　ここで、本締まり施錠状態、空締まり施錠状態、および解錠状態については、デッドロ
ッキングラッチボルト１０と同様である。また、デッドロッキングラッチボルト１１０に
おける先端部１１２と、軸部１１１と、ストッパー１１３、軸部１１１の端面に接続され
ている鉄心１１４、鉄心１１４の周囲のバネ１１５の構成および機能については、デッド
ロッキングラッチボルト１０の先端部１２と、軸部１１と、ストッパー１３、鉄心１４、
バネ１５と同様であるため説明を省略する。
【００５３】
　連結部材２０は、板状の金属性材料で形成された部材であって、一方の端部をデッドロ
ッキングラッチボルト１０の軸部１１の内部に固定され、他方の端部をデッドロッキング
ラッチボルト１１０の軸部１１１の内部に固定され、デッドロッキングラッチボルト１０
とデッドロッキングラッチボルト１１０とを連結している。従って、デッドロッキングラ
ッチボルト１０がＢ方向に移動した場合、デッドロッキングラッチボルト１１０はデッド
ロッキングラッチボルト１０の移動に連動して同じくＢ方向に移動する。また、デッドロ
ッキングラッチボルト１０がＢ方向と逆方向に移動した場合、デッドロッキングラッチボ
ルト１１０はデッドロッキングラッチボルト１０の移動に連動して同じくＢ方向と逆方向
に移動する。
【００５４】
　手動操作部３０は、出入口扉を本締まり施錠状態から空締まり施錠状態にしたり、空締
まり施錠状態から本締まり施錠状態にするために、鍵を挿入して回動操作される監視領域
の外部側に設けられたシリンダ３０ａ（図１参照）や、つまみ部分を回動操作される監視
領域の内部側に設けられたサムターン（不図示）が設けられている。そして、利用者が手
動操作部３０であるシリンダ３０ａまたはサムターンを回動操作すると、そのシリンダ３
０ａまたはサムターンの回動に連動して、手動操作部３０の内部に設けられた突部である
サムターンハブ３１が図６におけるＲ１方向またはＲ１方向と逆方向に回動する。
【００５５】
　ここで、手動操作部３０からの操作力のうち、サムターンハブ３１をＲ１方向へ回動操
作する操作力（第２操作力）は、出入口扉を本締まり施錠状態から空締まり施錠状態にす
るものであって、サムターンハブ３１をＲ１方向と逆方向へ回動操作する操作力（第３操
作力）は、出入口扉を空締まり施錠状態から本締まり施錠状態にするものである。従って
、Ｒ１方向は、出入口扉の本締まり施錠状態から空締まり施錠状態へのサムターンハブ３
１の回動方向となり、Ｒ１方向と逆方向は、出入口扉の空締まり施錠状態から本締まり施
錠状態へのサムターンハブ３１の施錠方向への回動方向となる。手動操作部３０は、外出
する利用者が外部側のシリンダ３０ａから錠前装置１００の施解錠を行ったり、帰宅した
利用者が内部側のサムターンから錠前装置１００の施解錠を行うための回動操作に用いら
れる。
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【００５６】
　スライダー４０は、手動操作部３０の回動に連動して、図６における上方であるＡ方向
、または図６における下方であるＡ方向と逆方向に移動するものであって、デッドロッキ
ングラッチボルト１０の軸部１１の近傍の一方の端部に板状に突出した突起部４８が形成
されている。図７－１は、スライダーの正面図である。図７－２は、図７－１におけるＶ
１側から見たスライダーの側面図である。スライダー４０は、金属性材料で形成されてお
り、図７－１、７－２に示すように略板状で、部位４４ａ、部位４４ｂ、部位４５ａ、部
位４５ｂ、部位４６ａ、および部位４６ｂで略９０度に屈曲した形状となっている。そし
て、部位４４ａおよび部位４４ｂの下方の空間にデッドロッキングラッチボルト１０が配
置され、部位４５ａ、部位４５ｂ、部位４６ａ、および部位４６ｂで囲まれた空間にデッ
ドロッキングラッチボルト１１０が配置される。
【００５７】
　また、スライダー４０は、図７－１における右側に切欠き部４２が設けられており、こ
の切欠き部４２が手動操作部３０のサムターンハブ３１に当接することにより押圧力を受
けてスライダー４０は移動する。具体的には、手動操作部３０のＲ１方向の回動に連動し
てサムターンハブ３１がＲ１方向に回動すると、サムターンハブ３１が切欠き部４２の傾
斜部４２ａに当接して押圧し、スライダー４０は上方に向かって押圧されてＡ方向へ移動
する。また、手動操作部３０のＲ１方向と逆方向の回動に連動してサムターンハブ３１が
Ｒ１方向と逆方向に回動すると、サムターンハブ３１が切欠き部４２の傾斜部４２ｂに当
接して押圧し、スライダー４０は下方に向かって押圧されてＡ方向と逆方向へ移動する。
なお、図６の錠前装置１００では、スライダー４０がＡ方向と逆方向へ移動した状態であ
る。
【００５８】
　また、スライダー４０は、下方であるＡ方向と逆方向に移動すると、突起部４８がコネ
クティングレバー６０を押圧する。すなわち、スライダー４０がＡ方向と逆方向へ移動す
ることによって、突起部４８もＡ方向と逆方向へ移動して、突起部４８は、デッドロッキ
ングラッチボルト１０の外部方向（下方向）に移動してコネクティングレバー６０を押圧
する。一方、スライダー４０は、上方であるＡ方向に移動すると、突起部４８がコネクテ
ィングレバー６０への押圧を解除する。すなわち、スライダー４０がＡ方向へ移動するこ
とによって、突起部４８もＡ方向へ移動して、突起部４８は、デッドロッキングラッチボ
ルト１０の内部方向（上方向）に移動してコネクティングレバー６０への押圧を解除する
。なお、スライダー４０は、コネクティングレバー６０を押圧する場合、コネクティング
レバー６０をＲ３方向に回転させるバネ（不図示）による付勢力に対抗して押圧する。
【００５９】
　また、スライダー４０は、トリガーヘッド８５に固定されているコ字状部材８６（後述
）に掛止するフック状の掛止部４３が中央付近に設けられ、トリガーヘッド１８５に固定
されているコ字状部材１８６（後述）に係止するフック状の係止部１４３が上部付近に設
けられている。
【００６０】
　ロッキングレバー５０は、金属性材料で形成されている。ロッキングレバー５０は、中
央付近に孔部５１が設けられており、この孔部５１が、錠前機構２の枠部に固定された軸
部５２を貫通した状態で設置されている。そして、ロッキングレバー５０は、ソレノイド
９０の通電または非通電に連動してＥ方向（上方向）またはＥ方向と逆方向（下方向）に
移動する。また、ロッキングレバー５０は、ソレノイド９０側（左側）の端部近傍に設け
られた連結部５３によりソレノイド９０の鉄心９２（後述）と連結されており、右側の上
部の端部近傍に板状に突出した突起部５４が形成されている。図８－１は、ロッキングレ
バーの正面図である。図８－２は、図８－１におけるＶ２側から見たロッキングレバーの
側面図である。図８－３は、ロッキングレバーの上面図である。図８－４は、ロッキング
レバーの底面図である。ロッキングレバー５０は、図８－１で示しているロッキングレバ
ー５０の左側に、上面および両側面に囲まれて下部が開放された空間が形成されている。
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つまり、図８－２で示す図８－１におけるＶ２側から見たロッキングレバー５０を参照す
ると、下部が開放されたコの字状の内部に空間が形成されていることになる。
【００６１】
　ロッキングレバー５０は、ソレノイド９０が非通電にされることで鉄心９２がＤ方向と
逆方向に移動すると、孔部５１に貫通している軸部５２にガイドされながら上方向である
Ｅ方向に移動する。一方、ロッキングレバー５０は、ソレノイド９０が通電されることで
鉄心９２がＤ方向に移動すると、軸部５２にガイドされながら下方向であるＥ方向と逆方
向に移動する。
【００６２】
　また、ロッキングレバー５０は、図８－１～図８－４に示すように、ロッキングレバー
５０が下方向であるＥ方向と逆方向に移動すると、突起部５４がコネクティングレバー６
０を押圧する。すなわち、ロッキングレバー５０がＥ方向と逆方向に移動することによっ
て、突起部５４もＥ方向と逆方向へ移動して、突起部５４は、デッドロッキングラッチボ
ルト１０の外部方向（下方向）に移動してコネクティングレバー６０を押圧する。一方、
ロッキングレバー５０が上方向であるＥ方向に移動すると、突起部５４がコネクティング
レバー６０への押圧を解除する。すなわち、ロッキングレバー５０がＥ方向に移動するこ
とによって、突起部５４もＥ方向へ移動して、突起部５４は、デッドロッキングラッチボ
ルト１０の内部方向（上方向）に移動してコネクティングレバー６０への押圧を解除する
。なお、図６の錠前装置１００は、ロッキングレバー５０がＥ方向と反対方向に移動して
、突起部５４がデッドロッキングラッチボルト１０の外部方向（下方向）へ移動した状態
である。なお、ロッキングレバー５０は、コネクティングレバー６０を押圧する場合、コ
ネクティングレバー６０をＲ３方向に回転させるバネ（不図示）による付勢力に対抗して
押圧する。
【００６３】
　コネクティングレバー６０は、ハンドル部７０のハンドル受け部材７１に回動可能に連
結されている連結部６１を軸にしてＲ３方向またはＲ３方向と逆方向に回動するものであ
って、ハンドル部７０を介して受けた利用者からの操作力をデッドロッキングラッチボル
ト１０に伝達することによってデッドロッキングラッチボルト１０を移動させ出入口扉を
解錠状態にする。図９は、コネクティングレバーの正面図である。コネクティングレバー
６０は、金属性材料で形成された板状の部材であり、連結部６１の軸の周囲に設けられた
バネ（不図示）により通常Ｒ３方向（デッドロッキングラッチボルト１０側）に付勢され
ている。また、コネクティングレバー６０は、デッドロッキングラッチボルト１０の軸部
１１の端部に係合するように、窪んだ形状の係合部６３が形成されている。
【００６４】
　また、コネクティングレバー６０は、スライダー４０がＡ方向に移動して突起部４８か
らの押圧が解除され、かつロッキングレバー５０がＥ方向に移動して突起部５４からの押
圧が解除されると、バネによる付勢力によりＲ３方向に回動する。この場合、突起部４８
および突起部５４がデッドロッキングラッチボルト１０の内部方向（上方向）へ移動する
ことで、デッドロッキングラッチボルト１０の軸部１１に空間が設けられる。そして、コ
ネクティングレバー６０は、Ｒ３方向に回動することでその空間に入り、係合部６３が軸
部１１の端部の位置にくるまで回動し、係合部６３がデッドロッキングラッチボルト１０
の軸部１１に係合することになる。
【００６５】
　一方、コネクティングレバー６０は、スライダー４０がＡ方向と逆方向に移動して突起
部４８により押圧され、かつロッキングレバー５０がＥ方向と逆方向に移動して突起部５
４により押圧されると、バネによる付勢力に対抗してＲ３方向と逆方向に回動する。この
場合、突起部４８および突起部５４がデッドロッキングラッチボルト１０の外部方向（下
方向）へ移動することで、デッドロッキングラッチボルト１０の軸部１１に設けられた空
間が消滅していく。そして、コネクティングレバー６０は、Ｒ３方向と逆方向に回動する
ことでその空間から押し出され、コネクティングレバー６０の全体がデッドロッキングラ
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ッチボルト１０の軸部１１から完全に出ることで、係合部６３とデッドロッキングラッチ
ボルト１０の軸部１１との係合を解除する。なお、図６の錠前装置１００は、係合部６３
とデッドロッキングラッチボルト１０との係合が解除された状態である。
【００６６】
　コネクティングレバー６０は、係合部６３がデッドロッキングラッチボルト１０の軸部
１１に係合した場合に、利用者によりレバーハンドルを回動操作されると、ハンドル部７
０から受付けた操作力をデッドロッキングラッチボルト１０に伝達して、デッドロッキン
グラッチボルト１０をＢ方向に移動させるとともに、デッドロッキングラッチボルト１０
に連結しているデッドロッキングラッチボルト１１０をＢ方向に移動させることで、出入
口扉を解錠状態にする。また、コネクティングレバー６０とデッドロッキングラッチボル
ト１０とが係合部６３で係合している状態とは、レバーハンドルからの回動操作を受付け
れば出入口扉の開放可能となる状態であるため、空締まり施錠状態（解錠可能状態）とな
る。また、コネクティングレバー６０は、係合部６３とデッドロッキングラッチボルト１
０の軸部１１との係合を解除することで、ハンドル部７０から受付けた利用者からの操作
力をデッドロッキングラッチボルト１０に伝達不能にして、デッドロッキングラッチボル
ト１０を移動不能にすると、出入口扉の開放が不可能な状態となるため、本締まり施錠状
態となる。
【００６７】
　ハンドル部７０は、ハンドル受け部材７１とレバーハンドル７０ａ（図１参照）により
構成されており、レバーハンドル７０ａは、ハンドル受け部材７１に設けられた正方形の
レバーハンドル孔７２に差し込んで嵌合される。また、ハンドル受け部材７１には、レバ
ーハンドル孔７２の周囲にバネ（不図示）が設けられており、バネの付勢力によりＲ４方
向と逆方向に付勢されている。そして、空締まり施錠状態の出入口扉を開放するために、
利用者からレバーハンドル７０ａをＲ４方向に回動する操作力を受付けた場合、ハンドル
部７０は、レバーハンドル孔７２を軸としてＲ４方向に回動する。また、出入口扉を開放
した後、利用者がレバーハンドル７０ａから手を離すと、ハンドル部７０は、バネの付勢
力によりＲ４方向と逆方向に回動し、図６の位置まで戻ることになる。そして、ハンドル
部７０は、利用者から受付けた操作力をデッドロッキングラッチボルト１０に伝達するこ
とで、デッドロッキングラッチボルト１０をＢ方向に移動させるとともに、デッドロッキ
ングラッチボルト１０に連結されたデッドロッキングラッチボルト１１０もＢ方向に移動
させることになる。
【００６８】
　ラッチホールド８０は、出入口扉が開放された状態から閉鎖される場合において、デッ
ドロッキングラッチボルト１０の先端部１２の先端の略三角柱形状の部分のみフロント１
から突出させた状態にするために、Ｂ方向と逆方向に移動するデッドロッキングラッチボ
ルト１０のストッパー１３を係止部８３に係止させることでその移動を止めるものであり
、錠前機構２の枠部に固定された支点８１を軸にして回動可能となっている。また、ラッ
チホールド８０は、支点８１の周囲に設けられたバネ（不図示）により付勢されることで
Ｒ５方向と逆方向に移動しており、図６ではトリガーヘッド８５に当接することでその移
動が係止されている。ラッチホールド８０は、後述するコ字状部材８６がＣ方向へ移動す
ることでその端部８７に突起８２が押圧され、バネによる付勢力に対抗してＲ５方向に回
動する。ラッチホールド８０は、Ｒ５方向に回動した場合に係止部８３によりデッドロッ
キングラッチボルト１０の移動を止める。なお、図６の錠前装置１００では、ラッチホー
ルド８０がＲ５方向と逆方向に移動した状態である。
【００６９】
　ラッチホールド１８０は、デッドロッキングラッチボルト１１０の先端部１１２の先端
の略三角柱形状の部分のみフロント１から突出させた状態にするために、Ｂ方向と逆方向
に移動するデッドロッキングラッチボルト１１０のストッパー１１３を係止部１８３に係
止させることでその移動を止めるものであり、係止部１８３、支点１８１、突起１８２な
どから形成された構成およびその機能は、ラッチホールド８０と同様である。
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【００７０】
　トリガーヘッド８５は、略三角柱形状の金属性材料で形成されており、出入口扉が開放
されている際に、本締まり施錠状態にならないように、スライダー４０の移動を阻止する
ものである。トリガーヘッド８５のフロント１側と反対側の端部には、断面がコの字形状
の金属性材料で形成されたコ字状部材８６が固定されている。トリガーヘッド８５は、コ
字状部材８６側に設けられたバネ（不図示）により通常Ｃ方向に付勢されているが、出入
口扉が閉鎖されている場合は、出入口の壁面により押圧されてＣ方向と逆方向に押圧され
ている。そして、トリガーヘッド８５は、出入口扉が開放されるとともに出入口の壁面か
らの押圧が解除されてＣ方向へ移動し、出入口扉が閉鎖されるとともに出入口の壁面に押
圧されてＣ方向と逆方向に移動して、錠前機構２の内部に挿入される。コ字状部材８６の
上面には、孔部が形成されており、出入口扉が閉鎖されている状態、すなわちトリガーヘ
ッド８５が錠前機構２の内部に挿入されている場合に、その孔部をスライダー４０の掛止
部４３が通過可能となっている。また、コ字状部材８６は、トリガーヘッド８５のＣ方向
の移動に連動してＣ方向に移動した場合、端部８７がラッチホールド８０の突起８２をＣ
方向に押圧する。なお、図６の錠前装置１００では、トリガーヘッド８５がＣ方向と逆方
向に移動した状態である。
【００７１】
　トリガーヘッド１８５は、出入口扉が開放されている際に、本締まり施錠状態にならな
いように、スライダー４０の移動を阻止するものであり、コ字状部材１８６が固定され、
端部１８７などから形成された構成およびその機能は、トリガーヘッド８５と同様である
。
【００７２】
　ソレノイド９０は、電磁石の一種で、電磁誘導の作用によって、電気的エネルギーを機
械的エネルギーに変換するものである。ソレノイド９０は、ソレノイド本体９１と、鉄心
９２と、バネ９３とにより主に構成されている。そして、ソレノイド本体９１には、孔部
が設けられており、その孔部に鉄心９２が挿入されており、孔部における鉄心９２の奥側
にバネ９３が配置されている。鉄心９２は、その上部を連結部５３によりロッキングレバ
ー５０に連結されており、バネ９３からの付勢力によりＤ方向と逆方向に移動する。
【００７３】
　鉄心９２は、操作部５０１により警備状態の設定を受付け、制御部５１０によりソレノ
イド９０が通電されると、孔部に挿入する方向、すなわち図６におけるＤ方向に移動して
いき、連結部５３をＤ方向へ移動させる。また、操作部５０１により警備解除状態の設定
を受付け、制御部５１０によりソレノイド９０が非通電にされると、バネ９３の付勢力に
より、孔部から抜き出る方向、すなわち図６におけるＤ方向と逆方向に移動していき、連
結部５３をＤ方向と逆方向に移動させる。
【００７４】
　本実施の形態の錠前装置１００は、以上のような構成となっている。本実施の形態では
、コネクティングレバー６０がデッドロッキングラッチボルト１０の軸部１１に係合して
いる場合は、デッドロッキングラッチボルト１０を移動することができ、レバーハンドル
を回動操作することにより出入口扉を解錠状態にすることができる。そして、そのコネク
ティングレバー６０は、手動操作部３０により受付けた操作力により、スライダー４０の
突起部４８がデッドロッキングラッチボルト１０の内部方向（上方向）へ移動し、かつ操
作部５０１により警備解除状態の設定を受付けてソレノイド９０が非通電にされたことに
よりロッキングレバー５０の突起部５４がデッドロッキングラッチボルト１０の内部方向
（上方向）へ移動した場合に、デッドロッキングラッチボルト１０に係合する。
【００７５】
　つまり、手動操作部３０からの回動操作と、操作部５０１による警備解除状態の設定の
受付けとが両方行われた場合のみ、デッドロッキングラッチボルト１０およびデッドロッ
キングラッチボルト１１０を本締まり施錠状態から空締まり施錠状態（解錠可能状態）に
移行することが可能である。従って、手動操作部３０からの回動操作、もしくは操作部５
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０１による警備解除状態の設定の受付けのいずれも行われない場合、またはいずれかが行
われた場合は、デッドロッキングラッチボルト１０およびデッドロッキングラッチボルト
１１０を本締まり施錠状態から空締まり施錠状態（解錠可能状態）に移行することはでき
ない。
【００７６】
　次に、錠前装置１００の動作について説明する。図６に示す錠前装置１００は、手動操
作部３０からの回動操作が行われておらず、かつ操作部５０１による警備解除状態の設定
を受付けていない状態であり、本締まり施錠状態となっている。この状態の錠前装置１０
０において、ハンドル部７０を操作した場合の動作について、図６および図１０を参照し
て説明する。図１０は、図６に示す錠前装置においてハンドル部が操作された場合を示す
図である。
【００７７】
　図６に示す錠前装置１００は、本締まり施錠状態となっているため、コネクティングレ
バー６０の係合部６３とデッドロッキングラッチボルト１０の軸部１１とは係合が解除さ
れた状態で離れている。この状態において、レバーハンドル孔７２に嵌合しているレバー
ハンドルへの利用者からの操作力を受付けると、ハンドル部７０がＲ４方向に回動し、ハ
ンドル部７０のハンドル受け部材７１と連結部６１で連結されているコネクティングレバ
ー６０が移動して、図１０の錠前装置１００の状態になる。
【００７８】
　つまり、図６の錠前装置１００の状態で、レバーハンドルへの利用者からの操作力を受
付けても、コネクティングレバー６０がデッドロッキングラッチボルト１０の軸部１１に
係合されていないため、ハンドル部７０およびコネクティングレバー６０は、デッドロッ
キングラッチボルト１０を移動させることなく空転してしまう。また、デッドロッキング
ラッチボルト１０が移動されないため、連結部材２０によりデッドロッキングラッチボル
ト１０に連結されたデッドロッキングラッチボルト１１０も移動されることはない。従っ
て、錠前装置１００は、デッドロッキングラッチボルト１０およびデッドロッキングラッ
チボルト１１０は移動不能な状態であるため、レバーハンドルを回動操作されても出入口
扉は開放されない。
【００７９】
　なお、この場合のコネクティングレバー６０は、施解錠動作とは関係ないが、移動する
ことによってロッキングレバー５０の突起部５４およびスライダー４０の突起部４８から
の押圧が解除されるため、バネによりＲ３方向に多少回動する。
【００８０】
　次に、図６に示す本締まり施錠状態の錠前装置１００から、手動操作部３０を回動操作
することによりスライダー４０が移動した場合の動作について、図６および図１１を参照
して説明する。図１１は、実施の形態１にかかる手動操作部を回動操作した場合の錠前装
置を示す図である。
【００８１】
　図６に示す本締まり施錠状態の錠前装置１００において、利用者から手動操作部３０を
Ｒ１方向へ回動する操作力を受付けると、手動操作部３０に連動してサムターンハブ３１
がＲ１方向へ回動する。そして、サムターンハブ３１が回動することでサムターンハブ３
１がスライダー４０の傾斜部４２ａを上方に向かって押圧し、スライダー４０が上方向（
Ａ方向）へ移動する。スライダー４０がＡ方向へ移動すると、スライダー４０の突起部４
８もＡ方向へ移動する。そうすると、突起部４８がデッドロッキングラッチボルト１０の
内部方向（上方向）へ移動し、コネクティングレバー６０への押圧を解除する。しかし、
ロッキングレバー５０の突起部５４は移動しないため、コネクティングレバー６０を押圧
したままとなり、図１１の錠前装置１００の状態になる。
【００８２】
　つまり、図６の錠前装置１００の状態で、手動操作部３０からの操作力を受付けるとス
ライダー４０の突起部４８は上方向に移動するが、ロッキングレバー５０の突起部５４は
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移動しないため、コネクティングレバー６０の係合部６３がデッドロッキングラッチボル
ト１０の軸部１１に係合されず、錠前装置１００は本締まり施錠状態のままとなる。
【００８３】
　次に、図１１に示す本締まり施錠状態の錠前装置１００において、ハンドル部７０を操
作した場合の動作について、図１１および図１２を参照して説明する。図１２は、図１１
に示す錠前装置においてハンドル部が操作された場合を示す図である。
【００８４】
　図１１に示す錠前装置１００は、本締まり施錠状態となっているため、コネクティング
レバー６０の係合部６３とデッドロッキングラッチボルト１０の軸部１１とは係合が解除
された状態で離れている。この状態において、レバーハンドル孔７２に嵌合しているレバ
ーハンドルへの利用者からの操作力を受付けると、ハンドル部７０がＲ４方向に回動し、
ハンドル部７０のハンドル受け部材７１と連結部６１で連結されているコネクティングレ
バー６０が移動して、図１２の錠前装置１００の状態になる。
【００８５】
　つまり、図１１の錠前装置１００の状態で、レバーハンドルへの利用者からの操作力を
受付けても、コネクティングレバー６０がデッドロッキングラッチボルト１０の軸部１１
に係合されていないため、ハンドル部７０およびコネクティングレバー６０は、デッドロ
ッキングラッチボルト１０を移動させることなく空転してしまう。また、デッドロッキン
グラッチボルト１０が移動されないため、連結部材２０によりデッドロッキングラッチボ
ルト１０に連結されたデッドロッキングラッチボルト１１０も移動されることはない。従
って、錠前装置１００は、デッドロッキングラッチボルト１０およびデッドロッキングラ
ッチボルト１１０が移動不能な状態であるため、レバーハンドルを回動操作されても出入
口扉は開放されない。
【００８６】
　このように、手動操作部３０からの回動操作を受付けた場合でも、操作部５０１による
警備解除状態の設定を受付けなかった場合は、コネクティングレバー６０がデッドロッキ
ングラッチボルト１０の軸部１１に係合することがないため、デッドロッキングラッチボ
ルト１０は移動せず、デッドロッキングラッチボルト１０に連結されたデッドロッキング
ラッチボルト１１０も移動しない。従って、本締まり施錠状態のままとなる。
【００８７】
　次に、図６に示す本締まり施錠状態の錠前装置１００から、操作部５０１により警備解
除状態の設定を受付けた場合の動作について、図６および図１３を参照して説明する。図
１３は、実施の形態１にかかる操作部により警備解除状態の設定を受付けた場合の錠前装
置を示す図である。
【００８８】
　図６に示す本締まり施錠状態の錠前装置１００において、操作部５０１により、利用者
からの警備解除状態の設定を受付けると、ソレノイド９０が非通電にされ、バネ９３の付
勢力により鉄心９２がＤ方向と逆方向へ移動する。鉄心９２がＤ方向と逆方向へ移動する
と、鉄心９２に連結されている連結部５３がＤ方向と逆方向に引っ張られて、ロッキング
レバー５０がＥ方向に移動する。ロッキングレバー５０がＥ方向に移動すると、突起部５
４がデッドロッキングラッチボルト１０の内部方向（上方向）へ移動し、コネクティング
レバー６０への押圧を解除する。しかし、スライダー４０の突起部４８は移動しないため
、コネクティングレバー６０を押圧したままとなり、図１３の錠前装置１００の状態にな
る。
【００８９】
　つまり、図６の錠前装置１００の状態で、操作部５０１により警備解除状態の設定を受
付けると、ロッキングレバー５０の突起部５４は上方向に移動するが、スライダー４０の
突起部４８は移動しないため、コネクティングレバー６０の係合部６３がデッドロッキン
グラッチボルト１０の軸部１１に係合されず、錠前装置１００は本締まり施錠状態のまま
となる。
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【００９０】
　次に、図１３に示す本締まり施錠状態の錠前装置１００において、ハンドル部７０を操
作した場合の動作について、図１３および図１４を参照して説明する。図１４は、図１３
に示す錠前装置においてハンドル部が操作された場合を示す図である。
【００９１】
　図１３に示す錠前装置１００は、本締まり施錠状態となっているため、コネクティング
レバー６０の係合部６３とデッドロッキングラッチボルト１０の軸部１１とは係合が解除
された状態で離れている。この状態において、レバーハンドル孔７２に嵌合しているレバ
ーハンドルへの利用者からの操作力を受付けると、ハンドル部７０がＲ４方向に回動し、
ハンドル部７０のハンドル受け部材７１と連結部６１で連結されているコネクティングレ
バー６０が移動して、図１４の錠前装置１００の状態になる。
【００９２】
　つまり、図１３の錠前装置１００の状態で、レバーハンドルへの利用者からの操作力を
受付けても、コネクティングレバー６０がデッドロッキングラッチボルト１０の軸部１１
に係合されていないため、ハンドル部７０およびコネクティングレバー６０は、デッドロ
ッキングラッチボルト１０を移動させることなく空転してしまう。また、デッドロッキン
グラッチボルト１０が移動されないため、連結部材２０によりデッドロッキングラッチボ
ルト１０に連結されたデッドロッキングラッチボルト１１０も移動されることはない。従
って、錠前装置１００は、デッドロッキングラッチボルト１０およびデッドロッキングラ
ッチボルト１１０が移動不能な状態であるため、レバーハンドルを回動操作されても出入
口扉は開放されない。
【００９３】
　このように、操作部５０１により警備解除状態の設定を受付けた場合でも、手動操作部
３０からの回動操作を受付けなかった場合は、コネクティングレバー６０がデッドロッキ
ングラッチボルト１０の軸部１１に係合することがないため、デッドロッキングラッチボ
ルト１０は移動せず、デッドロッキングラッチボルト１０に連結されたデッドロッキング
ラッチボルト１１０も移動しない。従って、本締まり施錠状態のままとなる。
【００９４】
　次に、図６に示す本締まり施錠状態の錠前装置１００から、手動操作部３０を回動操作
することによりスライダー４０が移動し、操作部５０１により警備解除状態の設定を受付
けたことによりロッキングレバー５０が移動した場合の動作について、図６および図１５
を参照して説明する。図１５は、実施の形態１にかかる手動操作部を回動操作し、かつ操
作部により警備解除状態の設定を受付けた場合の錠前装置を示す図である。
【００９５】
　図６に示す本締まり施錠状態の錠前装置１００において、利用者から手動操作部３０を
Ｒ１方向へ回動する操作力を受付けると、手動操作部３０に連動してサムターンハブ３１
がＲ１方向へ回動する。そして、サムターンハブ３１が回動することでサムターンハブ３
１がスライダー４０の傾斜部４２ａを上方に向かって押圧し、スライダー４０が上方向（
Ａ方向）へ移動する。スライダー４０がＡ方向へ移動すると、スライダー４０の突起部４
８もＡ方向へ移動する。そうすると、突起部４８がデッドロッキングラッチボルト１０の
内部方向（上方向）へ移動し、コネクティングレバー６０への押圧を解除する。
【００９６】
　また、図６に示す本締まり施錠状態の錠前装置１００において、操作部５０１により、
利用者からの警備解除状態の設定を受付けると、ソレノイド９０が非通電にされ、バネ９
３の付勢力により鉄心９２がＤ方向と逆方向へ移動する。鉄心９２がＤ方向と逆方向へ移
動すると、鉄心９２に連結されている連結部５３がＤ方向と逆方向に引っ張られて、ロッ
キングレバー５０がＥ方向に移動する。ロッキングレバー５０がＥ方向に移動すると、突
起部５４がデッドロッキングラッチボルト１０の内部方向（上方向）へ移動し、コネクテ
ィングレバー６０への押圧を解除する。
【００９７】
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　そして、コネクティングレバー６０は、スライダー４０の突起部４８およびロッキング
レバー５０の突起部５４からの押圧が解除されると、バネ（付図示）の付勢力によりＲ３
方向に回動し、係合部６３がデッドロッキングラッチボルト１０の軸部１１に係合して、
図１５に示すように、錠前装置１００が空締まり施錠状態になる。
【００９８】
　つまり、図６の錠前装置１００の状態で、手動操作部３０からの操作力を受付け、かつ
操作部５０１により警備解除状態の設定を受付けると、スライダー４０の突起部４８が上
方向に移動するとともに、ロッキングレバー５０の突起部５４も上方向に移動するため、
コネクティングレバー６０の係合部６３がデッドロッキングラッチボルト１０の軸部１１
に係合され、錠前装置１００は空締まり施錠状態となる。
【００９９】
　次に、図１５に示す空締まり施錠状態の錠前装置１００において、ハンドル部７０を操
作した場合の動作について、図１５および図１６を参照して説明する。図１６は、図１５
に示す錠前装置においてハンドル部が操作された場合を示す図である。
【０１００】
　図１５に示す錠前装置１００は、空締まり施錠状態となっており、コネクティングレバ
ー６０の係合部６３とデッドロッキングラッチボルト１０の軸部１１とが係合された状態
となっている。この状態において、レバーハンドルへの利用者からの操作力を受付けると
、ハンドル部７０がＲ４方向に回動し、ハンドル部７０とコネクティングレバー６０は連
結部６１で連結されているため、コネクティングレバー６０がＢ方向に移動する。コネク
ティングレバー６０がＢ方向へ移動することで、軸部１１によって係合部６３に係合され
ているデッドロッキングラッチボルト１０がバネ１５の付勢力に対抗してＢ方向へ移動し
て、先端部１２が錠前機構２の内部に挿入されていく。また、デッドロッキングラッチボ
ルト１０が移動すると、連結部材２０によりデッドロッキングラッチボルト１０に連結さ
れたデッドロッキングラッチボルト１１０も、バネ１１５の付勢力に対抗して、デッドロ
ッキングラッチボルト１０のＢ方向への移動に連動して同じくＢ方向に移動する。そして
、デッドロッキングラッチボルト１０の先端部１２およびデッドロッキングラッチボルト
１１０の先端部１１２が完全に錠前機構２の内部に挿入されるまで移動すると、図１６に
示すように、フロント１からデッドロッキングラッチボルト１０およびデッドロッキング
ラッチボルト１１０が突出されない状態になり、出入口扉の開放が可能となる。
【０１０１】
　このように、手動操作部３０からの回動操作を受付け、かつ操作部５０１により警備解
除状態の設定を受付けた場合は、コネクティングレバー６０の係合部６３がデッドロッキ
ングラッチボルト１０の軸部１１に係合するため、ハンドル部７０からの回動操作によっ
てデッドロッキングラッチボルト１０は移動し、さらにデッドロッキングラッチボルト１
０に連結されたデッドロッキングラッチボルト１１０も移動する。従って、空締まり施錠
状態から解錠状態となる。
【０１０２】
　なお、図１６に示す錠前装置１００において、出入口扉が開放される際、出入口の壁面
からの押圧が解除されたトリガーヘッド８５がバネの付勢力によりＣ方向へ移動するとと
もに、トリガーヘッド８５に固定されているコ字状部材８６もＣ方向へ移動する。コ字状
部材８６がＣ方向へ移動すると、端部８７がラッチホールド８０の突起８２をＣ方向に押
圧して、ラッチホールド８０はＲ５方向に回動する。また、図１６に示す錠前装置１００
において、出入口扉が開放される際、出入口の壁面からの押圧が解除されたトリガーヘッ
ド１８５がバネの付勢力によりＣ方向へ移動するとともに、トリガーヘッド１８５に固定
されているコ字状部材１８６もＣ方向へ移動する。コ字状部材１８６がＣ方向へ移動する
と、端部１８７がラッチホールド１８０の突起１８２をＣ方向に押圧して、ラッチホール
ド１８０はＲ５方向に回動する。
【０１０３】
　そして、出入口扉が開放された後に利用者がレバーハンドルから手を離すと、ハンドル
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部７０はバネの付勢力によりＲ４方向と逆方向に回動し、ハンドル部７０と連結部６１で
連結されているコネクティングレバー６０もＢ方向と逆方向に移動する。コネクティング
レバー６０がＢ方向と逆方向に移動することによって、係合部６３に軸部１１で係合され
てＢ方向へ移動していたデッドロッキングラッチボルト１０と、デッドロッキングラッチ
ボルト１０に連結されているデッドロッキングラッチボルト１１０とが、バネ１５の付勢
力によりＢ方向と逆方向に移動する。
【０１０４】
　このとき、ハンドル部７０は、Ｒ４方向と逆方向に回動して、図１５における空締まり
施錠状態のハンドル部７０の位置まで戻るが、デッドロッキングラッチボルト１０および
デッドロッキングラッチボルト１１０は、図１５における空締まり施錠状態まで戻らない
。
【０１０５】
　これは、デッドロッキングラッチボルト１０がバネ１５により付勢されてＢ方向と逆方
向に移動している途中で、ストッパー１３がＲ５方向に回動したラッチホールド８０の係
止部８３に当接することで係止され、図１５における空締まり施錠状態におけるデッドロ
ッキングラッチボルト１０の位置までは戻らず、デッドロッキングラッチボルト１０の先
端部１２の先端の略三角柱形状の部分のみフロント１から突出させた状態となる。また、
同じく、デッドロッキングラッチボルト１１０がバネ１１５により付勢されてＢ方向と逆
方向に移動している途中で、ストッパー１１３がＲ５方向に回動したラッチホールド１８
０の係止部１８３に当接することで係止され、図１５における空締まり施錠状態における
デッドロッキングラッチボルト１１０の位置までは戻らず、デッドロッキングラッチボル
ト１１０の先端部１１２の先端の略三角柱形状の部分のみフロント１から突出させた状態
となる。
【０１０６】
　これにより、レバーハンドルからの操作力を受付けなくとも、出入口扉が閉鎖される場
合の出入口の壁面から略三角柱形状の部分への押圧力により、デッドロッキングラッチボ
ルト１０およびデッドロッキングラッチボルト１１０が一旦錠前機構２に挿入されて出入
口扉が閉鎖されることになる。
【０１０７】
　また、出入口扉が閉鎖される際、出入口の壁面から押圧されてトリガーヘッド８５がバ
ネの付勢力に対抗してＣ方向と逆方向へ移動するとともに、トリガーヘッド８５に固定さ
れているコ字状部材８６もＣ方向と逆方向へ移動する。コ字状部材８６がＣ方向と逆方向
へ移動すると、端部８７によるラッチホールド８０の突起８２へのＣ方向の押圧が解除さ
れて、ラッチホールド８０はバネの付勢力によりＲ５方向と逆方向に回動する。また、出
入口扉が閉鎖される際、出入口の壁面から押圧されてトリガーヘッド１８５がバネの付勢
力に対抗してＣ方向と逆方向へ移動するとともに、トリガーヘッド１８５に固定されてい
るコ字状部材１８６もＣ方向と逆方向へ移動する。コ字状部材１８６がＣ方向と逆方向へ
移動すると、端部１８７によるラッチホールド１８０の突起１８２へのＣ方向の押圧が解
除されて、ラッチホールド１８０はバネの付勢力によりＲ５方向と逆方向に回動する。
【０１０８】
　そして、出入口の壁面からの押圧力により一旦錠前機構２に挿入されたデッドロッキン
グラッチボルト１０は、バネ１５の付勢力によりＢ方向と逆方向に移動して、ラッチホー
ルド８０がＲ５方向と逆方向へ回動したためにストッパー１３が係止部８３に係止される
ことなく、出入口の壁面の孔部に先端部１２が挿入される。また、出入口の壁面からの押
圧力により一旦錠前機構２に挿入されたデッドロッキングラッチボルト１１０は、バネ１
１５の付勢力によりＢ方向と逆方向に移動して、ラッチホールド１８０がＲ５方向と逆方
向へ回動したためにストッパー１１３が係止部１８３に係止されることなく、出入口の壁
面の孔部に先端部１１２が挿入され、錠前装置１００は空締まり施錠状態となる。
【０１０９】
　このように、実施の形態１の錠前装置１００におけるデッドロッキングラッチボルト１
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１０（補助錠）では、連結部材２０によりデッドロッキングラッチボルト１０（主錠）に
連結されている。そして、錠前装置１００が空締まり施錠状態の場合に、レバーハンドル
７０ａを回動操作すると、デッドロッキングラッチボルト１０の移動に連動してデッドロ
ッキングラッチボルト１１０も移動して、錠前装置１００を空締まり施錠状態（解錠可能
状態）から解錠状態にする。従って、正規の利用者が入退館する場合には、主錠に対する
操作のみで出入口扉を施錠状態にできるため、一回の施解錠操作で出入口扉の施解錠を可
能にして煩雑な施解錠操作を強要せず利便性を向上させることができる。また、不正侵入
者による不正解錠などの不正行為が行われた場合は、デッドロッキングラッチボルト１０
（主錠）とデッドロッキングラッチボルト１１０（補助錠）とにより出入口扉を施錠状態
にするため、不正侵入者には解錠操作を困難にし、かつ出入口扉の不正開放に対する物理
的耐性を高めることで防犯性を向上できる。また、正規の利用者が警備解除状態に設定す
ることなく、鍵による手動操作部３０からの解錠を試みても出入口扉が開放されず、正規
の利用者に警備の解除の失念を気付かせることができるとともに、警備の解除の失念によ
る監視センタ等への誤報も軽減することができる。
【０１１０】
　また、錠前装置１００は、警備装置５００における警備状態または警備解除状態の設定
に従って、デッドロッキングラッチボルト１０およびデッドロッキングラッチボルト１１
０を移動させて施解錠を行うことが可能であるため、警備サービスを提供する警備会社等
がデッドロッキングラッチボルト１１０（補助錠）の鍵を受領することが不要となり、鍵
の管理負担や警備サービスの運用負担を低減することができる。
【０１１１】
（実施の形態１の変形例）
　実施の形態１の錠前装置１００は、デッドロッキングラッチボルト１０（主錠）に連動
してデッドロッキングラッチボルト１１０（補助錠）が移動する構成となっており、デッ
ドロッキングラッチボルト１１０（補助錠）が出入口扉の内部に設置されていた。従って
、実施の形態１では、補助錠が設けられていることが外部側からはわからない。そこで、
本実施の形態では、さらに、実施の形態１の錠前装置に、デッドロッキングラッチボルト
１１０（補助錠）が設置されていることを不正な第三者に連想させる模造のシリンダ（ダ
ミーシリンダ）を出入口扉４に設置したものである。
【０１１２】
　図１７は、実施の形態１の変形例にかかる補助錠と主錠とを設置した出入口扉の全体を
示す図である。図１７は、出入口扉４を部屋の外部から見た正面図であり、デッドロッキ
ングラッチボルト１０（主錠）とデッドロッキングラッチボルト１１０（補助錠）とを備
えた錠前装置１００が出入口扉４の内部に設けられている。そして、デッドロッキングラ
ッチボルト１１０が内部に設置されている位置に対応する出入口扉４の外側にダミーシリ
ンダ２００が設けられている。図１８は、電気的に施解錠操作を行う補助錠が設置されて
いることを連想させる描画を施したダミーシリンダの一例を示す図である。なお、デッド
ロッキングラッチボルト１０（主錠）およびデッドロッキングラッチボルト１１０（補助
錠）の構成、機能、および施解錠動作については、実施の形態１と同様であるため説明を
省略する。
【０１１３】
　ダミーシリンダ２００は、出入口扉４に二つ目の錠前機構（補助錠）が設置されている
ことを連想させるものであり、実際の施解錠の機能は有していない。すなわち、ダミーシ
リンダ２００は、主錠だけでなく補助錠が設置されていることを連想させる。また、ダミ
ーシリンダ２００には、図１８に示すように、ＩＣ（Integrated　Circuit）タグなどを
所持する手が描かれた描画２０１を施し、このダミーシリンダ２００にＩＣタグなどを近
づけることによって、非接触で電気的に施解錠操作を行うことを連想させるように構成し
てもよい。
【０１１４】
　このように、実施の形態１の変形例では、出入口扉４に描画２０１を施したダミーシリ
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ンダ２００を設けることで、外部から侵入しようとする不正侵入者に、出入口扉４には二
つ目の錠前機構である補助錠（デッドロッキングラッチボルト１１０）が設置されている
ことを視覚的に連想させることができる。従って、二つ目の錠前機構である電気錠を連想
させる補助錠の設置により、不正解錠が困難であることに加え居住者の防犯意識が高いこ
とを不正侵入者に感じさせて犯意を失わせ犯行に及ぶことに至らなくさせるよう促すこと
ができる。
【図面の簡単な説明】
【０１１５】
【図１】実施の形態１にかかる錠前装置を設置した出入口扉の全体を示す図である。
【図２】実施の形態１にかかる錠前装置を設置した出入口扉の全体を示す図である。
【図３】実施の形態１にかかる錠前装置を設置した出入口扉の全体を示す図である。
【図４】実施の形態１にかかる錠前装置を設置した出入口扉の全体を示す図である。
【図５】実施の形態１にかかる錠前装置の構成を示す説明図である。
【図６】実施の形態１にかかる錠前装置の詳細を示す説明図である。
【図７－１】スライダーの正面図である。
【図７－２】図７－１におけるＶ１側から見たスライダーの側面図である。
【図８－１】ロッキングレバーの正面図である。
【図８－２】図８－１におけるＶ２側から見たロッキングレバーの側面図である。
【図８－３】ロッキングレバーの上面図である。
【図８－４】ロッキングレバーの底面図である。
【図９】コネクティングレバーの正面図である。
【図１０】図６に示す錠前装置においてハンドル部が操作された場合を示す図である。
【図１１】実施の形態１にかかる手動操作部を回動操作した場合の錠前装置を示す図であ
る。
【図１２】図１１に示す錠前装置においてハンドル部が操作された場合を示す図である。
【図１３】実施の形態１にかかる操作部により警備解除状態の設定を受付けた場合の錠前
装置を示す図である。
【図１４】図１３に示す錠前装置においてハンドル部が操作された場合を示す図である。
【図１５】実施の形態１にかかる手動操作部を回動操作し、かつ操作部により警備解除状
態の設定を受付けた場合の錠前装置を示す図である。
【図１６】図１５に示す錠前装置においてハンドル部が操作された場合を示す図である。
【図１７】実施の形態１の変形例にかかる補助錠と主錠とを設置した出入口扉の全体を示
す図である。
【図１８】電気的に施解錠操作を行う補助錠が設置されていることを連想させる描画を施
したダミーシリンダの一例を示す図である。
【符号の説明】
【０１１６】
　１００　錠前装置
　１　フロント
　２　錠前機構
　１０，１１０　デッドロッキングラッチボルト
　１１，１１１　軸部
　１２，１１２　先端部
　１３，１１３　ストッパー
　１４，１１４　鉄心
　１５，１１５　バネ
　２０　連結部材
　３０　手動操作部
　３０ａ　シリンダ
　３１　サムターンハブ
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　４０　スライダー
　４２　切欠き部
　４２ａ，４２ｂ　傾斜部
　４３，１４３　掛止部
　４４ａ，４４ｂ，４５ａ，４５ｂ，４６ａ，４６ｂ　部位
　４８　突起部
　５０　ロッキングレバー
　５１　孔部
　５２　軸部
　５３　連結部
　５４　突起部
　６０　コネクティングレバー
　６１　連結部
　６３　係合部
　７０　ハンドル部
　７０ａ　レバーハンドル
　７１　ハンドル受け部材
　７２　レバーハンドル孔
　８０，１８０　ラッチホールド
　８１，１８１　支点
　８２，１８２　突起
　８３，１８３　係止部
　８５，１８５　トリガーヘッド
　８６，１８６　コ字状部材
　８７，１８７　端部
　９０　ソレノイド
　９１　ソレノイド本体
　９２　鉄心
　９３　バネ
　２００　ダミーシリンダ
　２０１　描画
　５００　警備装置
　５０１　操作部
　５１０　制御部
　５２０　外部給電部
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